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議長（会長） それではただ今より令和元年第１２回の総会を開催いたします。

本日は１４名中１４名出席ですので、総会は成立しています。本日は議題７件、

報告３件となっております。それでは審議に入りたいと思います。 

 

議長 議案第６０号 農地法第４条の規定による「転用申請」許可申請につい

て』です。事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局説明）議案第６０号 農地法第４条の規定による農地等の「転用申請」

許可申請についてです。 

 

受付番号１、 

 

（申請人）金山の個人 

（土地の所在地）宮内出目の畑、面積 222 ㎡ 

（転用目的）一般住宅、用途地域内の第３種農地   

現地の状況ですが、申請地は何も耕作されていない農地でした。 

事業計画書をご覧ください。計画の概要は個人住宅で、事業面積 222 ㎡、建築

面積 73.80 ㎡、駐車場 60.00 ㎡、物干し場 88.20 ㎡となっています。給排水計

画につきましては、給水は市の上水道を利用し、雨水は浸透桝により処理、生

活雑排水および汚水は下水道により処理し、周辺農地への影響はありません。

以上です。 

 

受付番号２ 

 （申請人）宮崎市生目台西の個人 

（土地の所在地）川登の田、現況：雑種地、面積５６４㎡ 

（転用目的）駐車場、第２種農地、始末書添付 

現地の状況ですが、請農地はすでに駐車場として使用されています。事業計画

書をご覧ください。計画の概要は駐車場で、すでに駐車場として使用されてい

ることから、始末書添付となっています。給排水計画につきましては、駐車場

のため給水は無く、雨水は敷地内浸透、生活雑排水および汚水も無く、造成が

ないため、土砂の流失も無く周辺農地の営農には影響無しとなっています。 

 

審査基準の項目ごとに、申請書に記載された内容が、基準に適合するか否か

を検討した結果、その他特段問題となるような項目はありませんでした。 

 

議案第６０号 農地法第４条の規定による農地等の「転用申請」許可申請につ



いては以上です。ご審議の程よろしくお願いします。 

 

議長 ありがとうございました、担当委員は説明をお願いします。 

  

委員 １番ですが、土地家屋調査士に立ち会っていただきました。以前は家が

建っていた場所で、家を解体した後に畑にされたそうです。元々住宅が建って

いた場所で周りも住宅地であり、問題ないと考えます。以上です。 

 

議長 ありがとうございました。この件につきまして御意見、御質問はありま

せんか？よろしいでしょうか？ 

 

― ( 「はい」の声あり ) ― 

 

議長 それでは許可申請を受け付けたいと思います。続きまして受付番号２に

ついて担当委員は説明をお願いします。 

 

委員 ２番ですが、すでに駐車場として転用し利用されています。駐車場とし

ての利用ならば問題ないと考えます。以上です。 

 

議長 ありがとうございました。この件につきまして御意見、御質問はありま

せんか？よろしいでしょうか？ 

 

― ( 「はい」の声あり ) ― 

 

議長 それでは許可申請を受け付けたいと思います。続きまして、議案第６１

号 農地法第５条の規定による農地等の「所有権移転」許可申請について、事

務局から説明をお願いします。 

 

議案第６１号 農地法第５条の規定による農地等の「所有権移転」許可申請に

ついてです。５件あります。 

 

受付番号１ 

 ３筆あります。 

（譲渡人）上井手の個人 

（譲渡人）平山の個人 

（土地の所在地） 



上井手の畑、面積７７㎡ 

上井手の畑、面積４５㎡ 

上井手の畑、面積３６６㎡ 

（転用目的）駐車場、第２種農地 

現地の状況ですが、申請農地はきれいに整備された農地でした。事業計画書

をご覧ください。計画の概要は駐車場となっております。（今年５月に５条で申

請すべきところを間違えて３条の所有権移転申請をしたため、１１月に取り下

げを行い、今回再度５条で申請となります。） 

転用面積４８８m ㎡となっています。給排水計画につきましては、給水は駐車

場のため無く、排水も雨水のみで自然浸透となっております。土砂の流出、崩

壊の恐れは無いでしょうが、万一の場合は責任もって解決するとなっており、

周辺農地の営農には影響はありません。 

 

受付番号２    

（譲渡人）東京都西東京市の個人外 1 名 

（譲受人）平山の個人 

（土地の所在地）上井手の畑、面積２２８㎡ 

（転用目的）駐車場、第２種農地 

現地の状況ですが、申請農地はきれいに整備された農地でした。事業計画書

をご覧ください。計画の概要は駐車場で、転用面積２２８m となっています。 

こちらも５月に５条で申請すべきところをまちがって３条で申請していたため、

今回１２月に取り下げを提出されています。給排水計画につきましては、給水

は駐車場のため無く、排水も雨水のみで自然浸透となっております。土砂の流

出、崩壊も万一の場合は責任もって解決するとなっており、周辺農地の営農に

は影響はありません。 

 

受付番号３ 

（譲渡人）愛知県岡崎市の個人 

（譲受人）増永の土木業の法人 

（土地の所在地）増永の宅地、現況：畑、面積 184.93 ㎡ 

（転用目的）駐車場、用途地域内の第３種農地 

現地の状況ですが、申請農地は何も耕作されていない農地でした。事業計画

書をご覧ください。計画の概要は駐車場で、事業面積 184.93m となっています。 

給排水計画につきましては、給水は駐車場のため無く、排水も雨水のみで自然

浸透となっており、周辺は住宅街のため近隣には農地はありません。 

 



受付番号４   

４筆あります 

（譲渡人）愛知県岡崎市の個人 

（譲受人）増永の不動産業の法人 

（土地の所在地） 

増永の宅地、現況：畑、面積 145.90 ㎡ 

増永の宅地、現況：畑、面積 58,14 ㎡ 

増永の畑、面積 111.00 ㎡ 

増永の畑、面積 4.02 ㎡ 

（転用目的）宅地分譲・道路で、用途地域内の第３種農地 

現地の状況ですが、スクリーンをご覧ください、申請農地は何も耕作されて

いない農地でした。事業計画書をご覧ください。計画の概要は宅地分譲と道路

で、転用面積 319.06m となっています。給排水計画につきましては、給水は市

上水を利用し、雨水は側溝に、生活雑排水および汚水は下水道により処理し、

周辺は住宅街のため近隣には農地はありません。 

 

受付番号５  

５筆あります。 

（譲渡人）福岡県宗像市の個人 

（譲受人）熊本市南区の不動産業の法人 

（土地の所在地） 

荒尾の畑、面積 9.11 ㎡ 

荒尾の畑、面積 201 ㎡ 

荒尾の畑、面積 207 ㎡ 

荒尾の畑、面積 237 ㎡ 

荒尾の畑、面積 9.02 ㎡ 

（転用目的）宅地分譲、用途地域内の第３種農地 

現地の状況ですが、申請農地は何も耕作されていない農地でした。事業計画

書をご覧ください。計画の概要は宅地分譲で、事業面積６６３．１３㎡とです。

給排水計画につきましては、給水は市の上水道を利用し、雨水は浸透桝に、生

活雑排水および汚水は下水道により処理し、周辺の営農への影響はありません。 

 

審査基準の項目ごとに、申請書に記載された内容が、基準に適合するか否か

を検討した結果、その他特段問題となるような項目はありませんでした。 

 

議案第６１号 農地法第５条の規定による農地等の「所有権移転」許可申請に



ついては以上です。御審議の程よろしくお願いします。 

 

議長 ありがとうございました。それでは受付番号１、２について、担当委員

は説明をお願いします。 

  

委員 受付１、２についてですが、農地はきれいに管理されています。駐車場

としての利用であれば問題ないと考えます。以上です。 

 

議長 ありがとうございました。この件につきまして御意見、御質問はありま

せんか？よろしいでしょうか？ 

 

― ( 「はい」の声あり ) ― 

 

議長 それでは許可申請を受け付けたいと思います。続きまして受付番号３，

４について、担当委員は説明をお願いします。 

 

委員 ３番、４番ですが、同一敷地内で、北側は宅地分譲、南側は駐車場とし

て転用されます。周りは住宅地となっており、転用することについては問題な

いと思います。以上です。 

 

議長 ありがとうございました。この件につきまして御意見、御質問はありま

せんか？よろしいでしょうか？ 

 

― ( 「はい」の声あり ) ― 

 

議長 それでは許可申請を受け付けたいと思います。続きまして受付番号５に

ついて、担当委員は説明をお願いします。 

 

委員 ５番ですが、周りは住宅街です。宅地として転用することには問題ない

と考えます。境界杭が打ってありましたが、一部杭がない箇所がありました。

今後トラブルにならないように境界はきちんと把握していただくように話をし

ました。以上です。 

 

議長 ありがとうございました。この件につきまして御意見、御質問はありま

せんか？よろしいでしょうか？ 

 



― ( 「はい」の声あり ) ― 

 

議長 それでは許可申請を受け付けたいと思います。では続きまして追加議案 

農地法第５条の規定による農地等の「賃貸借権設定」許可申請についてです。

事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局説明） 

１件です。 

 

別紙になります 追加議案 農地法第５条の規定による農地等の賃貸借権設定

許可申請についてです 

 

受付番号１、  

（譲渡人）福岡市東区の個人 

（譲受人）高浜のリサイクル業の法人 

（土地の所在地）２筆あります。 

水野の畑、面積 2,746㎡ 

水野の畑、面積 146㎡ 

（転用目的）駐車場兼資材置場、第２種農地、始末書添付 

現地の状況ですが、申請農地はすでに駐車場として使用されていますので始

末書添付なっています。理由は申請地が雑種化していて、農地法で転用が必要

だとは思わなかったとの事です。事業計画書をご覧ください。計画の概要は駐

車場兼資材置場で転用面積２８９２㎡、給排水計画につきましては、上水の利

用は無く、雨水は敷地内浸透、生活雑排水および汚水も無く、周辺農地には影

響がなく、万が一影響が発生した場合には責任もって対応するということです。 

以上です。 

 

審査基準の項目ごとに、申請書に記載された内容が、基準に適合するか否か

を検討した結果、その他特段問題となるような項目はありませんでした。 

 

追加議案 農地法第５条の規定による農地等の「賃貸借権設定」許可申請に

ついては以上です。御審議の程よろしくお願いします。 

 

議長 ありがとうございました。それでは、担当委員は説明をお願いします。 

 

委員 すでに工事が完了しており、周囲をフェンスで囲ってあります。転用す



ることについては問題ないと思います。以上です。 

 

議長 ありがとうございました。この件につきまして御意見、御質問はありま

せんか？よろしいでしょうか？ 

 

― ( 「はい」の声あり ) ― 

 

それでは許可申請を受け付けたいと思います。では続きまして、議案第 62号

事業計画変更承認申請についてです。事務局から説明をお願いします 

 

（事務局説明） 

 

議案第６２号 事業計画変更承認申請書についてです。 

 

受付番号１ 

 

（申請人）香川県高松市の個人 

（土地の所在地）本井手の畑、面積 5,110㎡ 

（変更内容）太陽光発電建設のため転用許可を受けていたが、材料入荷が遅れ

当初計画期間で終了することが出来なかったため、事業期間の変更を行うもの

です。 

現地の状況ですが、申請地は一部みかんが栽培されている状態の農地でした。 

事業計画書をご覧ください。当初の申請は平成３０年の８月にあり、同年１０

月に許可があったもので、工期のみの変更になります。給排水計画は太陽光発

電設備のため給排水は不要、雨水は地下浸透となっており、近隣農地への影響

はありません。以上です。 

 

審査基準の項目ごとに、申請書に記載された内容が、基準に適合するか否か

を検討した結果、その他特段問題となるような項目はありませんでした。 

 

 

議長 ありがとうございました。それでは、担当委員は説明をお願いします。 

  

委員 工期の変更のみで事業内容は同様なので問題ないと思います。以上です。 

 

議長 ありがとうございました。この件につきまして御意見、御質問はありま



せんか？よろしいでしょうか？ 

 

― ( 「はい」の声あり ) ― 

 

それでは許可申請を受け付けたいと思います。では続きまして議案第６３号 

農業経営基盤強化促進法第１８条の規定に基づく農用地利用集積計画について

です。事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局説明） 

 

議案第６３号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定に基づく農用地利用

集積計画について、説明いたします。今回は令和元年１２月１３日に公告予定

であります。今回が１２回目の利用権設定となります。 

総括表ですが、利用権設定の新規設定３年の田で 17,529 ㎡、畑が 7,742 ㎡、

新規設定５年の田で 695 ㎡、再設定５年の田で 12,447 ㎡、再設定１０年の田で

895 ㎡、利用権設定の合計が 39,308 ㎡、所有権移転等はありませんので今回の

利用集積合計も 39,308 ㎡となります。第１回目からの累計が 285,473 ㎡となっ

ております。 

 

利用権新規設定 

 

１件目 

利用権新規設定です。 

 

（借り手）熊本市西区の法人 

（貸し手）神奈川県横須賀市の個人 

（利用権を設定する土地）水野の田、面積８２５㎡ 

利用目的は野菜で、期間は令和２年１月１日から令和４年１１月３０日まで

の３年間、借料は１筆あたり１２，０００円です。 

 

２件目 

利用権新規設定です。 

（借り手）熊本市西区の法人 

（貸し手）水野の個人 

（利用権を設定する土地）水野の田、面積６，４２２㎡ 

利用目的は野菜で、期間は令和２年１月１日から令和４年１１月３０日まで



の３年間、借料は１筆あたり９６，０００円です。 

 

３件目 

利用権新規設定です。 

（借り手）熊本市西区の法人 

（貸し手）野原の個人 

（利用権を設定する土地）２筆 

水野の田、面積３，５７８㎡外１筆 合計４，４７３㎡ 

利用目的は野菜で、期間は令和２年１月１日から令和４年１１月３０日まで

の３年間、借料は１筆目が５３，０００円/筆、２筆目が１３，０００円/筆です。 

 

４件目 

利用権新規設定です。 

（借り手）熊本市西区の法人 

（貸し手）水野の個人 

（利用権を設定する土地）１０筆  

水野の田 面積１，０２０㎡外５筆 合計５，８０９㎡ 

水野の畑、面積８５３㎡外３筆 合計７，７４２㎡ 

利用目的は野菜で、期間は令和２年１月１日から令和４年１１月３０日まで

の３年間、借料は１０ａあたり１５，０００円で設定してあります。 

 

５件目 

利用権再設定です。 

（借り手）水野の個人 

（貸し手）万田の個人 

（利用権を設定する土地）蔵満の田、面積８９５㎡ 

利用目的は畜産で、期間は令和２年１月１日から令和１１年１１月３０日ま

での１０年間、借料は０円です。 

 

６件目 

利用権再設定です。 

（借り手）樺の個人 

（貸し手）府本の個人 

（利用権を設定する土地）府本の田、面積１，３３０㎡ 

利用目的は水稲で、期間は令和２年１月１日から令和６年１１月３０日まで

の５年間、借料は物納で６０kg です。 



７件目 

利用権再設定です。 

（借り手）樺の個人 

（貸し手）府本の個人 

（利用権を設定する土地）平山の田、面積１，３１４㎡ 

利用目的は水稲で、期間は令和２年１月１日から令和６年１１月３０日まで

の５年間、借料は物納で６０kg です。 

 

８件目 

利用権再設定です。 

（借り手）樺の個人 

（貸し手）府本の個人 

（利用権を設定する土地）府本の田、面積１，３６６㎡ 

利用目的は水稲で、期間は令和２年１月１日から令和６年１１月３０日まで

の５年間、借料は物納で６０kg です。 

 

９件目 

利用権再設定です。 

（借り手）樺の個人 

（貸し手）府本個人 

（利用権を設定する土地）２筆 

府本の田、面積５８５㎡外１筆 合計２，１８８㎡ 

利用目的は水稲で、期間は令和２年１月１日から令和６年１１月３０日まで

の５年間、借料は物納の６０kg です。 

 

１０件目 

利用権再設定です。 

（借り手）樺の個人 

（貸し手）平山の個人 

（利用権を設定する土地）２筆 

平山の田、面積２，０３２㎡外１筆 合計３，５３６㎡ 

利用目的は水稲で、期間は令和２年１月１日から令和６年１１月３０日まで

の５年間、借料は物納の６０kg です。 

 

 

 



１１件目 

利用権再設定です。 

（借り手）樺の個人 

（貸し手）樺の個人 

（利用権を設定する土地）樺の田、面積３７６㎡ 

利用目的は水稲で、期間は令和２年１月１日から令和６年１１月３０日まで

の５年間、借料は１筆あたり５，０００円です。 

 

１２件目 

利用権再設定です。 

（借り手）樺の個人 

（貸し手）樺の個人 

（利用権を設定する土地）樺の田、面積７８６㎡ 

利用目的は水稲で、期間は令和２年１月１日から令和６年１１月３０日まで

の５年間、借料は１筆あたり７，０００円です。 

 

１３件目 

利用権再設定です。 

（借り手）樺の個人 

（貸し手）福岡市南区の個人 

（利用権を設定する土地）２筆、 

府本の田、面積８５８㎡外１筆 合計１，５５１㎡ 

利用目的は水稲で、期間は令和２年１月１日から令和６年１１月３０日まで

の５年間、借料は物納の６０kg です。 

 

１４件目 

利用権新規設定です 

（借り手）熊本市中央区 熊本県農業公社 

（貸し手）川登の個人 

（利用権を設定する土地）川登の田、面積６９５㎡ 

利用内容は水稲で、期間は２０２０年２月１日から２０２４年１２月２５日

までの４年１１ヶ月、借料は反当り１５，０００円です。 

 

議案６３号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定に基づく農用地利用集

積計画については以上です。 

 



議長 ありがとうございました。この件につきまして御意見、御質問はありま

せんか？よろしいでしょうか？ 

 

― ( 「はい」の声あり ) ― 

 

議長 では議案第６３号を終了したいと思います。続きまして議案第６４号 

荒廃農地の非農地化についてです。事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局説明） 

別紙になります 議案第６４号 令和元年度、荒廃農地の非農地化について、

説明いたします。 

今回皆さんに協力いただき、現地確認をしていただいた荒廃農地、そして非

農地にできる農地として確認いただいた分です。全部で１２７筆、面積が８７，

２４９㎡となっております。詳細が次のページになっております。 

以上でございます。 

 

議長 ありがとうございました。この件につきまして御意見、御質問はありま

せんか？よろしいでしょうか？ 

 

― ( 「はい」の声あり ) ― 

 

議長 では議案第６４号を終了したいと思います。続きまして議案第６５号 

換地計画の同意についてです。事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局説明） 

 議案第６５号 換地計画の同意について、説明いたします。 

 

 別紙を御覧ください。下赤田地域の圃場整備の工事が完了しました。先週、

権利者会議にて換地計画の会合を行いました。全所有者から同意をいただくこ

とができました。御審議の程お願いします。 

 

議長 ただいまの換地計画の同意について何か御質問等はありますか？無けれ

ば承認といたします。それでは、これで本日の審議は終わりました。報告事項

を事務局より一括でお願いします。 

 

 



（事務局説明） 

報告第２４号 農地法第１８条の規定による合意解約通知について（１件） 

報告第２５号 農地法第３条の３第１項の届けについて（３件） 

報告第２６号 許可書返納届について（１件） 

 

議長 ありがとうございました。審議はありませんが、御意見御質問受け付け

ます。何かございませんか？ 

 

― ( 「なし」の声あり ) ― 

 

議長 では本日予定していました議案は全て終了しました。事務局から何かあ

りませんか？ 

 

事務局より事務連絡  

  

議長 ありがとうございました。他に何かございませんか？ 

 

― ( 「なし」の声あり ) ― 

 

議長 それでは、これをもちまして令和元年第１２回総会を終わります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


